
令和３(2021)年
６月23日(水)
号　　外
第 39 号

（1）令和３（2021）年６月23日　水曜日

規 則

目　　　　　　 次

規 則
○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則の制定…………………………… 　1
○栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲
　等を定める規則の一部改正………………………………………………………………………………………… 　9
○栃木県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の
　一部改正……………………………………………………………………………………………………………… 　9
○栃木県県営住宅条例施行規則の一部改正………………………………………………………………………… 10

○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則の制定

栃 木 県 規 則 第 三 十 三 号

栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 栃 木 県 条 例 第

四 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 課 税 免 除 の 申 請 ）

第 二 条 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ り 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 表 に 定 め る と こ ろ に よ り 申

請 書 を 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 課 税 地 を 所 管 す る 県 税 事

務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

申 請 の 区 分 提 出 期 限 申 請 書 名 （ 様 式 ）

条 例 第 二 条 第 一 号 当 該 課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 事 業 税 に つ い て 栃 木 県 県 税 条 例 事 業 税 課 税 免 除 申

の 規 定 に よ る 事 業 第 五 十 八 条 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 請 書 （ 別 記 様 式 第

税 の 課 税 免 除 の 申 十 二 条 の 二 十 六 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 若 し 一 号 ）

請 く は 同 法 第 七 十 二 条 の 三 十 一 第 三 項 の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 期

限 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 時 又 は 同 法 第 七

十 二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限

条 例 第 二 条 第 二 号 取 得 し た 生 産 設 備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 又 は 不 動 産 取 得 税 課 税

の 規 定 に よ る 不 動 年 の 事 業 税 に つ い て 栃 木 県 県 税 条 例 第 五 十 八 条 （ 地 方 税 法 第 七 十 免 除 申 請 書 （ 別 記

産 取 得 税 の 課 税 免 二 条 の 二 十 五 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 八 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 様 式 第 二 号 ）

除 の 申 請 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 期 限 又 は 同 法 第 七 十

二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限

条 例 第 二 条 第 三 号 取 得 し た 生 産 設 備 で あ る 機 械 及 び 装 置 に つ い て 地 方 税 法 第 七 百 固 定 資 産 税 課 税 免

の 規 定 に よ る 固 定 四 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 百 八 十 三 条 の 規 定 に よ 除 申 請 書 （ 別 記 様

資 産 税 の 課 税 免 除 り 申 告 す る 期 限 式 第 二 号 ）

の 申 請

条 例 第 三 条 の 規 定 当 該 課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 事 業 税 に つ い て 地 方 税 法 第 七 十 畜 産 業 又 は 水 産 業

に よ る 事 業 税 の 課 二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限 に 係 る 事 業 税 課 税

税 免 除 の 申 請 免 除 申 請 書 （ 別 記

様 式 第 三 号 ）

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 申 請 書 の 提 出 期 限 の 特 例 ）

２ 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 で 当 該 申 請 に 係 る 第 二 条 の 表 の 中 欄 に 定 め る 期 限 又 は 時 が

過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 九 号 ） 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 市 町 村

計 画 （ 同 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 ） が 定 め ら れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 月 を

経 過 し た 日 前 で あ る も の に 係 る 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 日 と す る 。

（ 旧 過 疎 地 域 内 に お け る 設 備 の 新 設 等 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 ）

３ 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 及 び 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除 の 申 請 を し よ う と す る 者



（2） 号外第39号令和３（2021）年６月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例施行規則の制定

栃 木 県 規 則 第 三 十 三 号

栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条 こ の 規 則 は 、 栃 木 県 産 業 振 興 促 進 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 栃 木 県 条 例 第

四 十 二 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 課 税 免 除 の 申 請 ）

第 二 条 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ り 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 を し よ う と す る 者 は 、 次 の 表 に 定 め る と こ ろ に よ り 申

請 書 を 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） 第 十 一 条 第 一 項 に 規 定 す る 課 税 地 を 所 管 す る 県 税 事

務 所 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

申 請 の 区 分 提 出 期 限 申 請 書 名 （ 様 式 ）

条 例 第 二 条 第 一 号 当 該 課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 事 業 税 に つ い て 栃 木 県 県 税 条 例 事 業 税 課 税 免 除 申

の 規 定 に よ る 事 業 第 五 十 八 条 （ 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） 第 七 請 書 （ 別 記 様 式 第

税 の 課 税 免 除 の 申 十 二 条 の 二 十 六 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） 若 し 一 号 ）

請 く は 同 法 第 七 十 二 条 の 三 十 一 第 三 項 の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 期

限 若 し く は 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 時 又 は 同 法 第 七

十 二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限

条 例 第 二 条 第 二 号 取 得 し た 生 産 設 備 を 事 業 の 用 に 供 し た 日 の 属 す る 事 業 年 度 又 は 不 動 産 取 得 税 課 税

の 規 定 に よ る 不 動 年 の 事 業 税 に つ い て 栃 木 県 県 税 条 例 第 五 十 八 条 （ 地 方 税 法 第 七 十 免 除 申 請 書 （ 別 記

産 取 得 税 の 課 税 免 二 条 の 二 十 五 及 び 第 七 十 二 条 の 二 十 八 の 規 定 に よ る 申 告 納 付 に 係 様 式 第 二 号 ）

除 の 申 請 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 申 告 納 付 す る 期 限 又 は 同 法 第 七 十

二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限

条 例 第 二 条 第 三 号 取 得 し た 生 産 設 備 で あ る 機 械 及 び 装 置 に つ い て 地 方 税 法 第 七 百 固 定 資 産 税 課 税 免

の 規 定 に よ る 固 定 四 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 百 八 十 三 条 の 規 定 に よ 除 申 請 書 （ 別 記 様

資 産 税 の 課 税 免 除 り 申 告 す る 期 限 式 第 二 号 ）

の 申 請

条 例 第 三 条 の 規 定 当 該 課 税 免 除 を 受 け よ う と す る 事 業 税 に つ い て 地 方 税 法 第 七 十 畜 産 業 又 は 水 産 業

に よ る 事 業 税 の 課 二 条 の 五 十 五 の 規 定 に よ り 申 告 す る 期 限 に 係 る 事 業 税 課 税

税 免 除 の 申 請 免 除 申 請 書 （ 別 記

様 式 第 三 号 ）

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 申 請 書 の 提 出 期 限 の 特 例 ）

２ 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ る 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 で 当 該 申 請 に 係 る 第 二 条 の 表 の 中 欄 に 定 め る 期 限 又 は 時 が

過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 九 号 ） 第 八 条 第 一 項 に 規 定 す る 市 町 村

計 画 （ 同 条 第 四 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 ） が 定 め ら れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 一 月 を

経 過 し た 日 前 で あ る も の に 係 る 申 請 書 の 提 出 期 限 は 、 第 二 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 日 と す る 。

（ 旧 過 疎 地 域 内 に お け る 設 備 の 新 設 等 に 係 る 県 税 の 課 税 免 除 の 申 請 ）

３ 条 例 附 則 第 四 項 の 規 定 に よ り 事 業 税 、 不 動 産 取 得 税 及 び 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除 の 申 請 を し よ う と す る 者

は 、 第 二 条 及 び 前 項 の 規 定 の 例 に よ り 、 県 税 事 務 所 長 に 申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。



（3）号外第39号栃 木 県 公 報令和３（2021）年６月23日　水曜日

別記様式第１号（第２条関係） 

事 業 税 課 税 免 除 申 請 書 

年  月  日  

  栃木県   県税事務所長 様 

申請者                 

住所（所在地）            

氏名 
名称、代表者名 

及び法人番号  
  

  栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例第２条第１号の規定による

事業税の課税免除を受けたいので申請します。 

課

税

免

除

の

要

件 

取得等

に係る

生産設

備等  

所 在 地   

事 業 の 内 容   

減価償却資産の取得価額
の合計額 

円 

取 得 年 月 日 年   月   日 

事業の用に供した年月日 年   月   日 

青 色 申 告 の 有 無 有・無（該当する文字を○で囲むこと。） 

課

税

免

除

申

請

額

等 

年又は事業年度及び申告区分 
年  月  日から 
年  月  日まで 

 確定・修正 

   （該当する文字を○で囲むこと。） 

課

税

標

準

額 

区           分 
課 税 免 除 前
課 税 標 準 額 

課 税 免 除 分
課 税 標 準 額 

差引課税標準額 

所

得

金

額 

個 人 千円 千円 千円 

法

人 
年 4 0 0 万 円 以 下 の 

金        額 
   

年400万円を超え800万

円 以 下 の 金 額 
   

年800万円を超える金額又

は軽減税率不適用分の金額 
   

合 計    

地方税法第72条の２第１項第３号

に掲げる事業における金額    

地 方 税 法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ２ 号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額    

地 方 税 法 第 7 2 条 の ２ 第 １ 項 第 ３ 号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額    

課 税 免 除 前 の 事 業 税 額 ① 円 

差 引 課 税 標 準 額 に 対 応 す る 事 業 税 額 ② 円 

既 に 課 税 免 除 を 受 け た 事 業 税 額 ③ 円 

課 税 免 除 申 請 額 ①－②－③ 円 

課税免除申請額の算
出に必要な基礎数値 

別添のとおり 課 税 免 除 率   



（4） 号外第39号令和３（2021）年６月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

付表（その１）課税免除の基礎数値

◎課税免除の対象となる事務所等の従業者数（主たる事業が電気供給業（小売電気事業（これに準ずる

ものを含む。）を除く。以下同じ。）、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合を除く。）

取
得
等
の
箇
所

事業年度

項 目

年 月 日から 年 月 日まで

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

月

末

計

分割基準
適用後の
事業年度
末日現在
の数値

摘要 備考

１

①
取得等をした製
造業、情報サー
ビス業等、農林
水産物等販売業
又は旅館業の用
に供する設備に
直接従事する従
業者数

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 (1)

②
前記①の取得等
をした設備に係
る 事 務 職 員 等
（直接従事者以
外の従業者）の
数

(2)

２

③
取得等をした製
造業、情報サー
ビス業等、農林
水産物等販売業
又は旅館業の用
に供する設備に
直接従事する従
業者数

(3)

④
前記③の取得等
をした設備に係
る 事 務 職 員 等
（直接従事者以
外の従業者）の
数

(4)

県内に有する事業所

等に従事する従業者

で上記の欄に掲げる

者以外の数

(a)

課 税 免 除 率

取得等１に係るもの 計算式

(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(a)

(1)又は(3)取得等２に係るもの

取得等３に係るもの

◎課税免除の対象となる事業所等の固定資産の価額

主たる事業が電気供給業、ガス供給業又は倉庫

業の法人の場合に限る。

事業年度

項 目

年 月 日から

年 月 日まで

年 月 日から

年 月 日まで

取得等をした生産設備のうち製造

業、情報サービス業等、農林水産物

等販売業又は旅館業の用に供する設

備に係る固定資産の価額

(ｲ) (ｲ)

県内に有する事業所等の固定資産の

価額（主たる事業が電気供給業又は

ガス供給業の場合には、製造業、情

報サービス業等、農林水産物等販売

業又は旅館業の用に供する設備に係

るものに限る。）

(ﾛ) (ﾛ)

課 税 免 除 率 (ｲ)／(ﾛ) (ｲ)／(ﾛ)



（5）号外第39号栃 木 県 公 報令和３（2021）年６月23日　水曜日

付表（その２） 

 当期に取得等をした生産設備等の取得価額等 

年又は事業年度 
 ・ ・ から 

 ・ ・ まで 
 

設 備 の 別 
取得年月日 取 得 価 額 期 末 価 額 

耐用

年数 

特別償却

の 有 無 
備考 

種類 細 目 

    ・ ・ 円 円 年     

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

    ・ ・           

合      計             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（6） 号外第39号令和３（2021）年６月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

付表（その３） 

 課 税 免 除 申 請 額 の 計 算 

  課 税 免 除 率   

申告
区分 

所 得 金 額 等 の 区 分 
課 税 免 除 前 

課 税 標 準 額 

課 税 免 除 分 

課 税 標 準 額 

課 税 免 除 後 

課 税 標 準 額 

修

正

申

告

① 

個 人 の 所 得 金 額 千円 千円 千円 

法
人
の
所
得
金
額 

年 4 0 0 万 円 以 下 の 

金            額 
   

年400万円を超え800万円以下の

金            額 
      

年800万円を超える金額又は 

軽 減 税率 不 適用 分の 金額 
      

合          計       

地方税法第72条の２第１項第３号 

に掲げる事業における所得金額 
   

地方税法第 7 2条の２第１項第２号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額 
      

地方税法第 7 2条の２第１項第３号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額 
   

確

定

申

告

② 

個 人 の 所 得 金 額    

法
人
の
所
得
金
額 

年 4 0 0 万 円 以 下 の 

金            額 
      

年400万円を超え800万円以下の

金            額 
      

年800万円を超える金額又は 

軽 減 税率 不 適用 分の 金額 
      

合          計       

地方税法第72条の２第１項第３号 

に掲げる事業における所得金額 
   

地方税法第 7 2条の２第１項第２号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額 
      

地方税法第 7 2条の２第１項第３号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額 
   

差

引

①

―

② 

個 人 の 所 得 金 額    

法
人
の
所
得
金
額 

年 4 0 0 万 円 以 下 の 

金            額 
      

年400万円を超え800万円以下の

金            額 
      

年800万円を超える金額又は 

軽 減 税率 不 適用 分の 金額 
      

合          計       

地方税法第72条の２第１項第３号 

に掲げる事業における所得金額    

地方税法第 7 2条の２第１項第２号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額       

地方税法第 7 2条の２第１項第３号 

に 掲 げ る 事 業 に お け る 収 入 金 額 
   



（7）号外第39号栃 木 県 公 報令和３（2021）年６月23日　水曜日

別記様式第２号（第２条関係） 

不動産取得税 

固定資産税 
 課税免除申請書 

年  月  日  

  栃木県   県税事務所長 様 

申請者                 

住所（所在地）            

氏名 
 名称、代表者名 

 及び法人番号  

 

  栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例第２条第２号（第

３号）の規定による不動産取得税（固定資産税）の課税免除を受けたいので申請し

ます。 

課
税
免
除
の
要
件 

取得等
に係る
生産設
備等 

事 業 の 内 容   

減価償却資産の取得
価額の合計額 

円  

年 又 は 事 業 年 度 
年   月   日から 
年   月   日まで 

青 色 申 告 の 有 無 有・無（該当する文字を○で囲むこと。） 

区 分 所在・地番 構 造 
延 床
面 積 

用 途 
取 得
年 月 日 

取 得
価 額 

事業の用
に供した
年 月 日 

課
税
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る 

家

屋 

    m2   ・ ・ 円 ・ ・ 

        ・ ・   ・ ・ 

        ・ ・   ・ ・ 

        ・ ・   ・ ・ 

        ・ ・   ・ ・ 

計             

土
地 

所在・地番 地 目 面 積 
取 得
年 月 日 

取得価額 
上記家屋
の建設着
手年月日 

償
却
資
産 

不
動
産 

の
敷
地

 

上
記
家
屋 

外筆   m2 ・ ・ 円 ・ ・ 

外筆     ・ ・   ・ ・ 

償
却
資
産 

設 備 の 種 類 取得年月日 取 得 価 額 事業の用に供した年月日 

  ・ ・ 円 ・   ・ 

  ・ ・   ・   ・ 

 



（8） 号外第39号令和３（2021）年６月23日　水曜日 栃 木 県 公 報

別記様式第３号（第２条関係） 

畜産業又は水産業に係る事業税課税免除申請書 

年  月  日  

  栃木県   県税事務所長 様 

申請者            

住所            

氏名            

          

  栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例第３条の規定によ

る事業税の課税免除を受けたいので申請します。 

事 業 の 内 容 
畜産業・水産業 

（該当する文字を○で囲むこと。） 

事 業 を 行 う 場 所   

最初に課税免除を受けた年度 年 度      

課税免除を受けようとする年度 年 度      

事 業 期 間 
年   月   日から     
年   月   日まで     

自

家

労

力

の

割

合 

区分 氏 名 続 柄 労 働 日 数 備 考 

同

居

の

親

族 

本

人

及

び 

  本 人 日   

        

        

計   (A)   

そ

の

他 
        

        

        

計   (B)   

合 計  (A)＋(B)   (C)   

割 合  
　　(C)　　

　(A)　
     

従
業
者
の
数 

産業振興促進区域内に有する畜産業又は水産
業に係る事務所又は事業所の従業者の数 

人 

県内に有する事務所又は事業所の従業者の数 人 

 



（9）号外第39号栃 木 県 公 報令和３（2021）年６月23日　水曜日

（ 税 務 課 ）

○ 栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 三 十 四 号

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定

め る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 知 事 の 権 限 に 属 す る 事 務 の 処 理 の 特 例 に 関 す る 条 例 に 基 づ き 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 を 定 め る

規 則 （ 平 成 十 二 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ） （ 市 町 村 が 処 理 す る 事 務 の 範 囲 等 ）

第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同 第 二 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 事 務 は 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。

一 ～ 二 十 四 略 一 ～ 二 十 四 略

二 十 五 特 例 条 例 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 二 十 五 特 例 条 例 医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品

別 表 第 二 の 三 十 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 別 表 第 二 の 三 十 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確

の 項 第 二 十 五 号 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 項 第 十 七 号 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則

に 規 定 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 規 則 第 に 規 定 す る 規 則 （ 平 成 十 六 年 栃 木 県 規 則 第

に 基 づ く 事 務 で 六 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お に 基 づ く 事 務 で 六 十 一 号 。 以 下 こ の 項 に お

あ っ て 別 に 規 則 い て 「 規 則 」 と い う 。 ） に あ っ て 別 に 規 則 い て 「 規 則 」 と い う 。 ） に

で 定 め る も の 基 づ く 次 に 掲 げ る 事 務 （ 第 で 定 め る も の 基 づ く 次 に 掲 げ る 事 務 （ 第

一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 事 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 事

務 に あ っ て は 、 医 薬 品 、 医 務 に あ っ て は 、 医 薬 品 、 医

療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及

び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第 法 律 （ 昭 和 三 十 五 年 法 律 第

百 四 十 五 号 ） 第 三 十 五 条 第 百 四 十 五 号 ） 第 三 十 五 条 第

四 項 た だ し 書 及 び 第 四 十 条 三 項 た だ し 書 及 び 第 四 十 条

の 六 第 二 項 た だ し 書 の 許 可 の 六 第 二 項 た だ し 書 の 許 可

に 係 る も の に 限 る 。 ） に 係 る も の に 限 る 。 ）） ） ） ）

一 ～ 四 略 一 ～ 四 略

（ （ （ （

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 九 年

栃 木 県 規 則 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ）

条 例 等 規 定 条 例 等 規 定

略 略

旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 第 十 二 条 第 一 項 第 二 号 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号

和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例

第 四 十 三 号 ） 第 四 十 三 号 ）

略 略

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 略 栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 略

条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木 条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 県 条 例 第 四 十 一 号 ）

保 護 施 設 等 の 設 備 及 び 第 三 条 （ 同 条 に 定 め る

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 基 準 の う ち 、 同 条 に お

め る 条 例 （ 令 和 三 年 栃 い て そ の 定 め る と こ ろ

木 県 条 例 第 四 十 四 号 ） に よ る こ と と さ れ る 救

護 施 設 、 更 生 施 設 、 授

産 施 設 及 び 宿 所 提 供 施

設 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 （ 昭 和 四 十 一

年 厚 生 省 令 第 十 八 号 ）

第 八 条 及 び 第 十 六 条 の

二 第 三 号 に 係 る 部 分

（ 第 六 条 に お い て そ の

例 に よ る 場 合 を 含

む 。 ） に 限 る 。 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）



（10） 号外第39号令和３（2021）年６月23日　水曜日 栃 木 県 公 報
栃 木 県 規 則 第 三 十 五 号

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を

改 正 す る 規 則

栃 木 県 民 間 事 業 者 等 が 行 う 書 面 の 保 存 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 九 年

栃 木 県 規 則 第 三 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 三 条 、 第 四 条 関 係 ）

条 例 等 規 定 条 例 等 規 定

略 略

旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 第 十 二 条 第 一 項 第 二 号 旅 館 業 法 施 行 条 例 （ 昭 第 十 三 条 第 一 項 第 二 号

和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例 和 三 十 三 年 栃 木 県 条 例

第 四 十 三 号 ） 第 四 十 三 号 ）

略 略

栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 略 栃 木 県 青 少 年 健 全 育 成 略

条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木 条 例 （ 平 成 十 八 年 栃 木

県 条 例 第 四 十 一 号 ） 県 条 例 第 四 十 一 号 ）

保 護 施 設 等 の 設 備 及 び 第 三 条 （ 同 条 に 定 め る

運 営 に 関 す る 基 準 を 定 基 準 の う ち 、 同 条 に お

め る 条 例 （ 令 和 三 年 栃 い て そ の 定 め る と こ ろ

木 県 条 例 第 四 十 四 号 ） に よ る こ と と さ れ る 救

護 施 設 、 更 生 施 設 、 授

産 施 設 及 び 宿 所 提 供 施

設 の 設 備 及 び 運 営 に 関

す る 基 準 （ 昭 和 四 十 一

年 厚 生 省 令 第 十 八 号 ）

第 八 条 及 び 第 十 六 条 の

二 第 三 号 に 係 る 部 分

（ 第 六 条 に お い て そ の

例 に よ る 場 合 を 含

む 。 ） に 限 る 。 ）

略 略

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 三 年 八 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 行 政 改 革 Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 課 ）○ 栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 三 十 六 号

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ～ ４ 略 １ ～ ４ 略

（ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ） （ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ）

５ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ５ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域

は 、 次 に 掲 げ る 地 域 と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

一 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 一 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法

置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 律 第 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 過 疎 地 域 規 定 す る 過 疎 地 域

二 略 二 略

６ 略 ６ 略

「 「

寡婦 ひと

寡婦

寡夫 り親

※ ※ ※

別 記 様 式 第 四 号 中 を に 改 め る 。

」 」

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 住 宅 課 ）
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○ 栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 三 十 六 号

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 六 月 二 十 三 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 県 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 九 年 栃 木 県 規 則 第 二 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ～ ４ 略 １ ～ ４ 略

（ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ） （ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ）

５ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域 ５ 条 例 附 則 第 六 項 に 規 定 す る 規 則 で 定 め る 地 域

は 、 次 に 掲 げ る 地 域 と す る 。 は 、 次 に 掲 げ る 地 域 と す る 。

一 過 疎 地 域 の 持 続 的 発 展 の 支 援 に 関 す る 特 別 措 一 過 疎 地 域 自 立 促 進 特 別 措 置 法 （ 平 成 十 二 年 法

置 法 （ 令 和 三 年 法 律 第 十 九 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 律 第 十 五 号 ） 第 二 条 第 一 項 に

規 定 す る 過 疎 地 域 規 定 す る 過 疎 地 域

二 略 二 略

６ 略 ６ 略

「 「

寡婦 ひと

寡婦

寡夫 り親

※ ※ ※

別 記 様 式 第 四 号 中 を に 改 め る 。

」 」

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 住 宅 課 ）


